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平成２９年度 鳥取県障害者施策推進協議会（第２回） 

 

日 時 平成２９年１２月２１日（木） 

午後１時３０分から午後３時４０分 

場 所 ホテルセントパレス倉吉 ４階 シャンパーニュ 

 

１ あいさつ 

○障がい福祉課森安係長 

 おはようございます。本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうござい

ます。まだ何名かお見えになっておられませんが、定刻になりましたので、これより平成

２９年度第２回鳥取県障がい者施策推進協議会を開催いたします。開会に当たりまして、

障がい福祉課長小澤よりごあいさつを申しあげます。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 改めまして、皆さん、おはようございます。鳥取県障がい福祉課長の小澤でございます。

委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうござい

ます。また、日頃より障がい福祉の取組にご尽力いただいていることに改めて感謝申しあ

げたいと思います。本日の協議会では、今見直しを図っております障がい者プランについ

ての改定について、ご意見を頂戴できればと思っておりますし、また、平成３０年度に向

けた当初予算、それから、ご意見いただいたご意見に関する対応につきましても、記入さ

せていただいています。本日もまた貴重なご意見いただければと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。簡単ではございますが、以上でございます。 

 

○障がい福祉課森安係長 

 申し遅れましたが、私は本日の司会を務めます障がい福祉課の森安と申します。議事に

入ります前に、確認事項を申しあげます。まず、この協議会の公開についてでございます。

県では情報公開条例に基きまして、審議会を原則として公開して、希望者に会議の傍聴を

認めることとしております。公開または非公開は、それぞれの会議において決定されてお

りますけれども、この協議会は非公開とする特段の事情はございませんので、公開するこ

とについてご了解をいただきますようお願いいたします。今日は傍聴の方はおられます。 

 それから、配布資料について確認させていただきます。事前に次第、それから資料２と

資料３をお送りしております。出席者名簿と資料１については、本日各委員の机に配布さ

せていただいております。それから「より良い暮らしのために」という冊子も今日お渡し

しております。資料をお持ちのない方や資料に不足のある方がおられましたら、事務局ま

でお知らせいただけますか。大丈夫でしょうか。また進める中で不足等ありましたらお知

らせください。 

 次に発言される際のお願いを申しあげます。手話通訳など、情報保障が必要な委員さん

がおられますので、発言される際には氏名を述べ、簡潔にゆっくりお話しいただけますよ

うにお願いをいたします。なお、発言の途中でも、内容に不明な点がある場合や発言スピ
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ードが早いといったような場合があれば、挙手等で遠慮なくお知らせいただきますようお

願いいたします。以上で確認事項の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、この度、委員改選後の初めての会合でございますので、委員の皆様の紹介

をさせていただきます。本来ですと、各委員にごあいさつをいただきたいと思っているん

ですけども、時間の都合上、事務局でお名前をご紹介させていただきます。 

 

では真ん中からになります。学識経験者ということで委員にお願いしました、鳥大医学部

附属病院脳神経小児科長の前垣義弘様。     

    「よろしくお願いします。」 

 

続きまして、「ぱあとなあ鳥取」の会員の安達美奈子様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

鳥取県民生児童委員協議会理事の谷村操様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

鳥取県身体障害者福祉協会会長の山根裕様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

鳥取県手をつなぐ育成会理事の田中啓子様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

まだお見えになっていませんが、鳥取県自閉症協会理事の南前素子様。 

 

鳥取県腎友会会長の大本裕之様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

鳥取県断酒会理事長の杉原雄嗣様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

智頭町教育長の長石彰祐様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

鳥取労働局職業対策課長の前田誠司様。 

    「どうぞよろしくお願いします。」 

 

まだお見えになっていませんが、米子市福祉保健部次長兼障がい者支援課長の三上洋様。 

 

もみの木福祉会管理部長の足立淳様。 
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    「よろしくお願いします。」 

 

敬仁会ゆりはま大平園・就労Ｂ型ハッピーバーディー施設長の小谷秀彰様。 

    「よろしくお願いいたします。」 

 

みんなの家理事の檜山智秋様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

鳥取県視覚障害者福祉協会理事の森下義明様。 

    「よろしくお願いします。」 

 

鳥取盲ろう者友の会会長の村岡信壽様。 

    「むらおか のぶとしです。よろしくお願いします。」 

 

鳥取県聴覚障害者協会理事の諸家紀子様。 

    「よろしくお願いいたします。」 

 

 

２ 議事 

○障がい福祉課森安係長 

 それでは、議事に入りたいと思います。条例第６条により、議長は会長が務めることに

なっていますが、改選後初めての会議であるため、会長が選ばれておりません。会長の選

出までは事務局の障がい福祉課長の小澤が議長代行をさせていただきます。 

 

○障がい福祉課小澤課長（議長代行） 

 改めまして、障がい福祉課長の小澤でございます。会長選出に当たりまして、議長代行

を務めさせていただきます。条例第５条第１項によりまして、会長を１名置き、委員の互

選により定めると規定されております。委員の中から会長の立候補があれば挙手を、もし

くはどなたかのご推薦をお願いできますでしょうか。とくに、立候補や推薦がないようで

したら、僭越ですが、事務局のほうから推薦をさせていただきたいと思います。先の任期

に続きまして、前垣先生のほうにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。（拍

手。）それでは引き続き前垣先生のほうにご賛同いただきましたので、会長をお願いさせ

ていただきたいと思います。以後の進行につきましては、条例の第６条の規定に基きまし

て会長にお願いさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○前垣議長 

 鳥取大学の前垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本会議は、私も数年

出ておりますけれども、鳥取県の施策に関して、直接意見をいう患者さんの団体が多いで

すので、患者さん目線から行政のほうに意見を直接持ち上げるというような非常に大事な
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会だと認識しておりますので、本日、２時間という短い時間ですけども、簡潔になおかつ

非常に重要な意見は幅広く持ち寄って、県全体の福祉が推進するようになるといいなと思

っているところです。 

 それでは、議事に入らせていただきます。条例第５条第１項によって、会長と同様、副

会長も委員の互選によって定めると規定されております。委員の中から副会長の立候補、

もしくは推薦があればお願いしたいと思います。無いようです。事務局のほうから推薦ご

ざいますか。 

 

○障がい福祉課森安係長 

 障がい福祉課の森安でございます。事務局から、また僭越ですけれども推薦させていた

だきたいと思います。安達美奈子様にお願いしたいと思っております。障がい者の権利擁

護を日頃から取り組んでおられて、また障がい福祉サービス事業所の職員であられる安達

様に、様々な立場から経験がある方だと思っておりますので、お願いできればと思ってお

ります。 

 

○前垣議長 

 では今、安達委員を推薦されましたけれども皆さん、よろしいでしょうか。（拍手。）

では賛成多数ということで、安達委員に副会長をお願いいたします。 

 

 

（１）障がい者プラン改定について 

○前垣議長 

 それでは、議題１、障がい者プラン改定についてに移ります。事務局から説明をお願い

いたします。 

 

○障がい福祉課森安係長 

 事務局、障がい福祉課の森安でございます。資料１をご覧ください。前回の第１回で配

布した資料です。第１回の平成２９年度この協議会で報告したとおり、現在「鳥取県障が

い者プラン」の改定作業を行っているところです。今回は「障がい者プラン」のうち、障

害者基本法に基づく障害者計画に関する部分について、別添のとおり資料を配布しており

ます。分厚い資料になっておりますけれども、それについて概要を説明させていただきま

して、委員の皆様のご意見をいただきたいと思っております。この協議会だけではなくて、

また公文書等で意見照会させていただこうと思っておりますが、そういった状態でござい

ます。 

 概要をちょっと見ていただければと思うんですけども、障がい者プランというものは、

平成２７年、資料では２頁目からでございますけれども、平成２７年３月に今のプランと

いうものを作成しています。このプランというのは、障害者基本法に基づく障害者計画と、

障害者総合支援法に基づく障害福祉計画というものが一本になっていたものでございます。

今はプランの期間の最中でございますけれども、障害福祉計画を見直すこととしておりま
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すので、それに合わせて改定作業を行うというふうにしています。併せて児童福祉法の改

正がございまして、障害児福祉計画というものも定める必要がありますので、それも合わ

せてこのプランの中三本立てでやっていくということに考えております。 

 見ていただくと分かりやすいかと思いますけれども、全体的な方向性の案として自立支

援協議会等でも話をさせていただいたところですけれども、点字資料３頁目、２というと

ころでございます。全体的な方向性案としておりますけれども、地域社会で障がいのある

方が暮らすために障壁となっている様々な事由がございます。これに関して障がい者プラ

ンの中でも記載はしているんですけども、他の機関ですとか、圏域や市町村との協議や共

同ということを重視するというようにしたいと思っています。 

 それから先程申しあげたとおり、障害児福祉計画を定めるということもございますので、

障がい児に関する施策の充実を目指したいというふうに思っております。 

 それから、相談支援事業を核にした障害福祉サービスの充実や人材育成に関する施策を

進めることにより、地域生活を豊かにするというようなことを考えております。また、医

療的ケアが必要な方が障がい児者ともに今増えております。そういった方々に対する支援

の協議会を児童福祉法でも設置することが定めることとされていますので、それについて

も記載させていただくというふうにしています。 

 それから、拡大文字と点字資料はちょっとページをまたがるようになるんですけども、

拡大文字は３頁目、点字資料は４頁目、これまで進めてきた障がい者虐待などの様々な施

策について検証を行うとともに、それぞれの施策のモニタリングをするようなこと。それ

から新たな施策を検討する場を明記したりしたいと思っています。中でも、２７年３月に

プランを策定してから一定程度進捗のあった事項について、ニーズに基づいた新たな目標

設定をしたいと思っています。たとえば、盲ろう者の実態把握ということを、平成２７年

に行いましたけれども、その後ちょっと施策としては、盲ろう者支援センターを県で委託

をさせていただいておりまして、そこを核にした施策の充実について考えたいと思ってお

ります。 

 自立支援協議会で協議のあったことなんですけども、障害福祉計画などについて活動趣

旨とか成果、目標について定めるようになっております。たとえば、障がい者支援施設か

らの地域生活への移行者数について、これは国から指針が定められていて、たとえば今入

所されている方の何パーセントと、あとは今までの計画で達成できなかった目標について

はお載せするとなっていましたが、それについては地域の実情に合わせた現実的な目標設

定をする必要があるのではないか。それとこれまで目標が達成できていなかったものにつ

いては、これまでの施策の総括を記載して、今後取り組むべき施策について具体的に検討

なり記載なりをさせていただくというふうに考えております。 

 ３番になりますけれども、今後のスケジュールとしては、来年１月から、プラン全体案

を施策推進協議会や自立支援協議会の委員さんに文書等によって意見書を返していただい

て、併せて県民広くにパブリックコメントや電子アンケートを実施します。実は、市町村

との関係もあって、市町村の障害福祉計画や障害児福祉計画との整合ということを考える

必要がありますので、たとえば県のほうで今一定程度案をお示ししている部分についても、

修正があるのであれば、それをお示しするし、市町村の計画について県から意見を付与す
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るというような手続きが必要になりますので、だいたい１月以降それを始めていく。２月

から３月でパブリックコメントを受けた最終案について、第３回目の自立支援協議会や施

策推進協議会を開催させていただいて、最終確認をさせていただく。そして、来年度の４

月から改定したプランを施行するというふうに考えております。ちょっとした説明として

は以上でございます。 

 

 

（２）平成３０年度当初予算について 

○前垣議長 

 ありがとうございます。質疑につきましては、後程まとめてやらせていただきたいと思

います。議題２、平成３０年度当初予算についてに移ります。事務局から説明をお願いい

たします。 

 

○障がい福祉課森安係長 

 障がい福祉課、森安でございます。それぞれの担当課は別れておりますので、それぞれ

の課長から、すべての資料のすべての一字一句ではなくて、かいつまんで説明させていた

だければと思っています。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 それでは失礼いたします。資料の２をご覧いただければと思います。１頁目、点字資料

で申しあげますと３頁目でございます。まず大きなところだけを申しあげますと、障がい

福祉課の事業の二つ目で、重度障がい児者支援事業について記載させていただいておりま

す。これは基本的に障がい福祉課に載せている事業に関しましては、昨年度と概ね要求を

していくということで進めているというところでございます。そのほかの事業もそれ以降

で記載をさせていただいているところでございますけれども、もう少し重点的な事業の要

求は来年１月以降にまた改めて要求をしていくようなかたちになっていますけれども、そ

ちらのほうで新しい要求をさせていただいておりますが、基本的にこちらのほうに資料と

して載せさせていただいているものは、昨年度と同様のベースで要求をさせていただくと

いうことを考えているところでございます。そちらのほうは資料として１０頁まで、点字

資料ですと３８頁。それから、拡大文字資料ですと、２５頁ぐらいまでのところが、障が

い福祉課の事業となっております。非常に簡単ではございますが、以上でございます。 

 

○子ども発達支援課高田課長 

 失礼します。子ども発達支援課の高田と言います。よろしくお願いします。私どもの事

業は、資料２の１１頁から記載をしてあります。点字ですと３８頁の途中からというかた

ちになりますし、拡大文字資料ですと２６頁からになります。主な事業を今年度と変更・

拡充があったもののみについて簡単に説明させていただきます。 

 まず１番の「障がい者在宅支援事業」ということで、こちらのほうは継続の事業となっ

ております。元々法律にのっとらないで、事業について利用者の方ですとか、保護者の方
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から要望があったものを県と市町村で事業化を行っているものなんですけども、この中で

エのところなんですけども、「重症心身障がい児者受け入れ事業所看護師等配置助成事

業」ということで、看護師等を新たに配置している事業所に対してその事業費を補助して

いるものなんですが、元々対象を医療行為が必要な重症心身障がい児者ということにして

おきましたけれども、今回拡充ということで、とくに重症心身児者に限らず、医療行為が

必要な障がい児者の方を受け入れの際に看護師を配置した場合には対象にするということ

と、これまで看護師配置のみを対象にしておりましたけれども、ケースにおいては訪問看

護を利用されたときのほうが、利用しやすいという場合がありますので、訪問看護を利用

する際の補助の対象にするということで、今考えております。 

 あと１１頁のケのところです。点字資料ですと４２頁になります。「補聴器の購入助成

事業」でございます。これもずっと継続でやっているんですけども、来年度につきまして

は、市町村等の要望等もございまして、ＦＭの補聴システムについても補助の対象に追加

するように今いろいろ考えているところであります。 

 最後に１２頁の上端のところにありますコということで、「入浴サービス提供事業所加

算事業」ということで、こちらのほうは新規なんですけども、放課後等デイサービス事業

所等で、とくに重症心身の子どもさんとかを対象に、入浴サービスを行っている事業所が

ございますので、なかなか経費というか収支にも配慮できないということで、この補助に

ついて一部ですけども補助の対象ということで考えています。 

 続きまして１３頁をお願いいたします。点字の資料ですと４６頁の途中になります。拡

大文字の資料ですと２９頁になります。３番の「発達障がい情報発信強化事業」でござい

ますけれども、今年度から行っているものなんですけども、来年度も引き続き、予定では

３０年４月２日の「世界自閉症啓発デー」と、その後行われます発達障がい啓発週間に合

わせて、ブルーライトアップですとか、啓発イベントを予定しております。内容について

は、今いろいろな提案を受けて、実際にどういうことをするか検討することになります。 

 続きまして４番の「重度障がい児者医療型ショートステイ整備事業」でございます。こ

ちらのほうも２６年からやっておりますけれども、来年も引き続き継続して実施をしたい

というふうに思っております。医療機関につきましては、来年の１月から、中部と西部で、

１医療機関ずつ増える予定になっております。 

 最後になりますけれども、はぐっていただきまして、１５頁の８の事業名「医療的ケア

時等のコーディネーター養成事業」になります。点字の資料では５３頁の途中になります。

拡大の資料ですと３６頁になります。こちらのコーディネーター養成事業につきましては、

新規事業ということで今考えております。こういう医療を必要とする障がい児者が増えて

きているということで、地域で安心して暮らせる家庭等の総合的な支援が行える人材とし

て、コーディネーターを養成するための研修費ということで考えております。具体的にコ

ーディネーターとなっていただける方というのは、総括支援専門員の方等のほか、市町村

の保健師さんとか、その辺を今想定しているところでございます。実際にどういう内容か

というのは、元々国のほうで養成に関わるプログラムというのは既に考えられております

ので、それに基づいた研修等を行っていきたいというふうに思っておりますけれども、具

体的にはまたこれからいろいろ検討してという段階でございます。以上です。 
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○特別支援教育課足立課長 

 続きまして、教育委員会特別支援教育課の事業について説明をいたします。点字資料で

すと８２頁の半ばから、拡大文字の資料ですと丁度６０頁から、普通の資料ですと２８頁

からになります。幾つか事業を書き上げておりますが、まず一つ目、「発達障がい児、児

童生徒等の支援事業」というもので、発達障がい児が増えている中で、適切な指導・支援

を行うための関連する事業を書いております。一つ一つは詳しく説明はしませんが、アか

らオまで、教科の指導法を研究する事業ですとか、通級の指導ですね。通級学級が増えて

きております。そのために担当する教員を養成したり、担当教員の研修を行うというよう

な事業を新規で盛り込んでおります。こういう発達障がい児等への支援の事業が一つ目。 

 二つ目です。点字の資料ですと８４頁の終わりごろから、拡大文字の資料ですと６１頁

の終りぐらいから、二つ目の「地域で進める特別支援教育充実事業」というものを載せて

おります。これは主に市町村での取組を支援するものでありますとか、特別支援学校のセ

ンター的機能の充実のための事業であります。センター的機能といいますのは、特別支援

学校の資源・知識とか技術を小・中・高等学校へ広めていく支援をするというような役割

を、特別支援学校が担っておりまして、その充実のための事業でございます。具体的に申

しますと、特別支援学校に外部の専門家、ＰＴだとか、ＯＴ、ＳＴ、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士等を特別支援学校に配置をして、特別支援学校の専門性の向上を図った

り、また、その特別支援学校から地域の小・中学校等への助言機能を向上させるための事

業でございます。 

 続きまして三つ目の事業、点字の資料ですと８６頁の終わりぐらいから、拡大文字の資

料ですと６２頁の終わりぐらいから、三番目の特別支援学校の就労促進・職場定着の事業

でございます。特別支援学校の生徒が企業等への就労促進を図るための関連する事業であ

ります。内容といたしましては、就労定着支援員という職員を特別支援学校に配置をして、

職場開拓を行ったり、または就職した生徒が企業への定着を図るような支援を行うという

内容の事業、それから、生徒たちの働きたいという意欲を高めたり、企業の方に特別支援

学校の生徒の実態だとか取組を知ってもらうための就労促進セミナーを開催するような事

業、また、特別支援学校の生徒が、技能を向上させる技能検定の事業というものを内容と

しては行っております。また、特別支援学校の職員のジョブコーチの技能を向上させるた

めに、ジョブコーチセミナーに派遣するというような内容も盛り込んでおるものでござい

ます。 

 続きまして四つ目、点字の資料ですと８８頁の終わりぐらいから、拡大の文字の資料で

すと６４頁から四番目で、特別支援学校の児童生徒の通学支援事業というものも行ってお

ります。これは児童生徒が特別支援学校に通うため、通学に対する支援・援助を行うため

の事業であります。中身としましては、通学支援員を配置したり、または市町村が通学支

援を行っているものに対して交付金を行ったり、また、自立して通学できるための、そう

いう支援員を配置したりというような内容が含まれているものでございます。 

 続きまして次の五番目、点字の資料でいいますと丁度９１頁目からになります。拡大文

字の資料ですと６５頁の途中から、特別支援学校におけるＩＣＴ教育充実事業であります。
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ＩＣＴを活用した教育というのは、非常に発達障がいの子どもたちを含めて効果があると

いうふうに考えておりまして、そういう技術を活用できる力を教育で育てるとか、または

知的障がいのある子どもたちに情報モラル、最近ＳＮＳとか、そういう情報機器というの

は子どもたちは既に持っておりまして、トラブルに巻き込まれる場合もありますし、加害

者になり得る場合もあります。そういうことを防ぐために情報モラルの教育を推進してい

くような事業でありますとか、または特別支援学校にＩＣＴ支援員という非常勤職員を配

置して、機器の活用を図っていくというような内容を盛り込んでおります。 

 続きまして６番目、手話で学ぶ教育環境事業でございます。手話の教育環境を向上させ

ていくということで、これも引き続き取り組んでいく内容でございます。ろう学校の職員

の手話の技能を向上させる内容ですとか、手話講座の開催への参加費の助成等の内容が含

まれております。 

 続きまして３１頁のほうを、点字の資料ですと９５頁の終わりぐらいから、拡大文字の

資料ですと６８頁の終わりぐらいからの事業で、「共生社会を目指す文化・芸術活動支援

事業」という内容が設けております。これは主に特別支援学校での文化・芸術活動を推進

していく様々な事業を実施していくものでございます。 

 続きまして八番目ですけども、これは「スポーツでつながる共生社会充実事業」と言っ

ておりますが、これも特別支援学校でのスポーツ活動の充実等に関わる事業でございます。

地域スポーツでつなぐ内容ですとか、または地域の方と障がいのある無しに関わらず、一

緒に活動する事業だとか、というような内容が含まれております。 

 続きまして九番目の事業、点字の資料ですと９８頁の途中から、拡大文字の資料ですと

７０頁の途中から、「特別支援教育における専門性の向上事業」というものも取り組んで

おります。特別支援学校の教員の専門性を向上させていくために、大学等へ派遣をして資

質、指導力の向上を図ったり、または、授業力向上事業として、各特別支援学校の教員を

集めて、自立活動等の教育実践の向上、授業力の向上を図る内容ですとか、または新しく

学習指導要領が改訂になります。それの周知に関わる説明会を開催するというような内容

で、専門性の向上を図っていくというような事業内容が含まれておるものでございます。 

 少し走りながら説明させていただきましたけれども、以上、特別支援教育課の事業内容

でございました。 

 

○障がい福祉課森安係長 

 障がい福祉課の森安でございます。そのほか、福祉保健課ですとか、健康政策課、道路

企画課や住まいまちづくり課、就業支援課という他部局の事業も載せております。様々な

部局で関連する施策等、予算ありますので、またご覧になっていただければと思っており

ます。以上でございます。 
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（３）障がい者施策に対する意見への対応について 

○前垣議長 

 ありがとうございます。それでは議題３、障がい者施策に対する意見への対応について

へ移ります。事務局より、説明をお願いします。 

 

○障がい福祉課森安係長 

 事務局、障がい福祉課、森安でございます。資料３をご覧ください。まず前回の第１回

の協議会の前に、以前の委員さんを含めて皆様からいただいた意見については、会議のと

きにも回答させていただいたところですけれども、その内一部の意見について現在の取組

状況等を記載させていただいております。続いて前回の協議会の実際の会議の場で、委員

の皆様からいただいたご意見のうち、一部についてなんですけども、その後対応等検討し

たものですとか、対応を実際したものについて記載しております。本日もちょっと時間の

都合がございまして、一つずつご説明はいたしませんけれども、県の対応方針や対応状況

についてはこのような内容となっています。また、今回の協議会についても、このように

対応等を次回や、それ以降に示させていただければと思っております。ご承知いただけれ

ばと思います。以上でございます。 

 

 

３ 質疑 

○前垣議長 

 そうしましたら、今までの議事についての意見、質問について、委員の皆様から順々に

ご意見いただきたいと思います。前回同様、左回りでお一人、この人数ですので、２分程

度で簡潔にまとめていただいて質問をいただきたいと思います。４・５人ご意見いただい

たところで、事務局のほうから、それに対するご返答ができるところはお願いすると、そ

んな感じで進めたいと思います。途中一回休憩を取りたいと思います。それでは、諸家委

員からよろしくお願いします。 

 

○諸家委員 

 諸家です。説明の中ですけども、基本理念の中に修正があるようです。基本目標の理念

にあった「共に生きる社会の構築」と書いてありますけれども、理念のところでは消して

あるところがあるんですけども、新しく「共生社会の実現を目指す」とあるので、目標も

同じように「共に生きる」じゃなくて、「共生社会」に変えたほうがいいのではと思いま

す。それともう一つ、皆さんご存じと思いますけれども、2020 年に東京オリンピック・

パラリンピックが開催されます。今ユニバーサル社会というところの推進が非常に大事だ

と思っています。実は、全日本ろうあ連盟のほうで手話マーク、筆談マークというものを

作成しました。今全国に広げている最中です。これは誰が見ても分かるマークとして、ぜ

ひ鳥取県内でもいろいろと周知をお願いしたいと思っていますので、今日提案させてもら

いたいと思います。ユニバーサルの理念を表していますので、誰が見ても分かるように工

夫を、ぜひこれから進めていってほしいと思っています。以上です。 
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○村岡委員 

 村岡信寿です。盲ろう者支援センターをつくっていただきまして、非常に進んでおりま

す。ありがたいと思っています。盲ろう者が単独になったときに利用できる施設がないの

で、そのことが課題だろうと思っています。あと、盲ろう者でも車椅子になったりしてい

る人がありますので、その人のための施設というか、利用できるようなところが課題だろ

うと思っています。終りです。 

 

○森下委員 

 森下です。視覚障がい者福祉協会から、この度初めて参加をさしていただきました。こ

の度、支援センターを今年の半ばごろからそういう話が出てきまして、今一生懸命、会合

で取り組んでいるんですけども、そのセンターが来年の２月ごろには、中部はもうちょっ

とかかるかもしれませんけれども、皆生のライトハウスというところで始める格好になり

ます。視覚障がい者の会員は１８０人ちょっとでございますけれども、それ以外に会に入

っていない視覚障がい者の人がかなりおりますので、そういう人たちをなんとか支援する

ようなかたちをつくりたいと思っています。以上です。 

 

○檜山委員 

 みんなの家の檜山といいます。私も初めてでなにを言うかというところなんですけども、

主な仕事は事業を中心にした相談支援専門員をやっています。それから、児童の放課後デ

イサービス、それから障がい児を含めた学童保育をやっている中で発言をさせていただき

ます。相談支援をしていく中で、今回の予算を見せていただいて、重度障がい児者に対し

ての予算が充実してきていることをとても歓迎をしています。ただ、そこは利用されたい

と言われる数はとっても多いんですが、やはりまだまだ足りない、東・中・西で医療行為

ができる病院でのショートにしても、充実はさせているんだけども、実際には一枠しかな

かったりというところで、更なる拡充をお願いしたいなというふうに思っています。それ

から一般の放課後デイでありますとか、ショートステイに関わる看護師さん、介護士さん、

保育士さんの重度障がい児に対しての発達支援というのを理解しながら支援していかれる

ような研修をやっぱりもっと充実をしていただければなあというふうに思っています。そ

れから、書いてありませんが、学童保育に関しても、前回出された諸家さんのご意見、ろ

うの児童に特化したデイサービスという項目がありましたが、やはりそこには手話通訳の

方、それから子どもの発達という観点で保育ができる方の両方が必要だと思っている場合

に、手話通訳者の派遣があれば、地域の学童保育でも、そういう子どもさんたちが、預か

れる体制が今後取っていけたらなあというふうに、いろんな資料を見ながら思いました。

以上です。失礼しました。 

 

○小谷委員 

 ゆりはま大平園、就労Ｂ型ハッピーバーディーの小谷です。ゆりはま大平園は救護施設

で、生活保護者の施設なんですけども、実際に入所されている方は精神障がいの方たちと
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いうことで、障がい者支援に向けての取り組みが不足しているんではないかと思っており

ます。今の大きな課題としましては、生活保護者の施設なんですけども、その前段として

生活困窮者の支援というところに現在は力を入れて活動しております。県社協のほうで生

計困難者の相談支援ということを引き受けて活動を始めております。その辺りでまだまだ

障がい者の自立支援に向けての取組が不足しているんではないかと思います。やはり相談

支援事業所とか、研修会かなり研修が開かれておりますけれども重視したいと思っていま

す。それから就労支援のＢ型ですけども、法改正されて、どうも食事提供予算が無くなる

んではということで、その辺りを危惧しております。やはり障がいを持っておられる方が、

事業所に通われて、給食、食事をつくるということは大きな意味があると思います。それ

が無くなると本人さんの単価も減りますし、県の政策でなんか補助的なところを入れても

らえたらと思っております。以上です。 

 

○前垣議長 

 ありがとうございます。では、これまでのところで、事務局のほうから、担当課のほう

からご回答をお願いします。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 事務局、障がい福祉課の小澤です。諸家委員のほうからいただきましたご意見に対しま

しては、基本的な考え方のところで、「共に生きる社会の構築」というのを「共生社会」

にしてはどうかというお話だったかと思います。これについては、またこちらのほうで検

討させていただきたいと思いますけれども、趣旨自体は「共に生きる社会」と「共生社

会」は言い方の違いみたいなところもあるのかなあという気もちょっとしているところで

ございます。またその辺は一緒に合わせて「共生社会」かなという気もしますし、その辺

は検討させていただければと思います。 

 

○諸家委員 

 「共生社会」というのは、「構築の実現」に変えてほしいという意見です。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 失礼しました。タイトルの部分を「共に生きる社会の構築の実現」というかたちにする

ということで、検討させていただければと思います。失礼いたしました。それから「ユニ

バーサル」の理念を取り入れて、手話マークの普及を図るようにしてほしいというお話で

ございました。こちらのほうについても、広める方向で少し検討させていただくのかなあ

と思っておりますが、また手話施策推進協議会などでのご意見等も頂戴しながら、普及す

るのであれば、どういったかたちでやるのかということは考えていけたらというふうに思

うところであります。 

 続きまして、村岡委員から、盲ろう者の方が単独になったときの施設がないという課題

があるというお話だったかと思います。これについては、盲ろう者の方から要望としても

頂戴しているところでございますし、我々としても一緒に考えさせていただくということ
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で思っております。盲ろう者支援センターとも一緒になって進めていきたいと思っており

ますけれども、なかなか鳥取に合った在り方みたいなところを考えていく必要があるのか

なあと思っているところでございます。これについては支援センターの皆さんと一緒に、

支援設置の訪問をしていったりしながら、一緒に考えさせていただければと思っていると

ころでございます。 

 それから、森下委員のほうから、視覚障がい者センターの関係でお話をいただきました。

来年視覚障がい者センターのほうを一緒に立ち上げさせていただいて、そして支援をして

いくに当たって、会員になられてない方についてのサポートもしていかないと、というこ

とでお考えをいただいたところです。これについては、我々としてもそういった考え方で

一緒に進めていければと思っておりますし、とくに、中途の障がいである方とか、あるい

はロービジョンの方などで、全く目の見えない方とは対応が違うこともお伺いしています

ので、その点も関係者の皆さんと相談をさせていただきながら、どういった支援の在り方

が必要なのかということを来年度検討していくようなかたちにしていきたいと思っており

ます。その前には、まずは来年視覚センターのほうを一緒に立ち上げさせていただければ

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○子ども発達支援課高田課長 

 子ども発達支援課、高田でございます。檜山委員さんから何点かご質問いただきました。

まず一つですけども、児童障がい者のサービスが足りないということで、もう少し拡充を

お願いしたいということでございます。ご指摘のとおりだということで、私どものほうも

一応そういうことでは認識をしておりますので、引き続き今もいろいろ医療機関ですとか、

お話とかさしていただいているんですけども、引き続き拡充を目指していきたいというふ

うに思っておりますし、今回の資料２のほうには記載をしておりませんでしたけれども、

現在日本財団と共同プロジェクトということで、そういう医療行為が必要な子どもさんと

ご家族の実生活を支えるプロジェクトということで、今いろいろ取組をさせていただいて

おります。もう少しちょっと時間がかかるんですけども、各圏域でのそういう支援を行い

う拠点の整備ということで、今取り組んでいるところですので、その辺も踏まえまして、

そういう社会資源ですとか、サービスの拡充のほうに務めていきたいと思っております。

あと、看護師さんですとか、そういう支援者への研修を充実してほしいということがござ

いました。事業所職員とかにつきましては、今も毎年いろいろ重度の方以外でも発達障が

いですとか、今年初めて医療的ケアの視点ということで、事業所系の研修等はさしていた

だいているとこなんですけども、たしかにご指摘あったように子どもの発達という部分で

は、そういう研修が弱かったかもしれませんので、来年度以降その辺も含めて研修等を行

っていきたいと思っております。 

 あと、最後なんですけども、学童保育とかデーサービスの関係で、とくに重複障がいの

子どもさんの手話通訳の派遣ということでご提案がございましたけれども、これにつきま

しては今すぐお答えできないんですけども、その辺の経費をどうするかということもあり

ますので、ちょっとこれについては少し検討させていただければと思っております。以上

です。 
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○障がい福祉課森安係長 

 障がい福祉課の森安でございます。小谷委員さんのほうから、救護施設の関係ですとか、

一番大きかったのは食事提供体制加算のほうかなと思っております。これについては、一

部新聞報道等で廃止を撤回するというような方針が出されているように聞いております。

これについては以前から経過措置ということで、いつか無くなるのではないかということ

で、前回の報酬改定のときにもあったんですけども、今回もそれで「無くなる」という方

針が出たんですけども、各種団体さんから意見や要望があって、無くなるのは一時延期す

るということになっています。ですけれども、やっぱり報酬非常に厳しい状況にあって、

報酬額も大臣折衝結果では、一パーセント弱（0.4％ぐらいの増)ということになっていて、

食事提供体制加算がちょっと減るのかもしれないし、どうなるのかという問題もちょっと

あるんですけれども、その他いろいろ含めて、報酬に関しては県から国のほうに毎年要望

さしていただいている状況です。今回の食事提供体制加算についても国のほうには要望さ

していただいたところです。またちょっと状況を注視しながら中身の報酬がいくらになる

とかということもまだ分からない状況ですけども、その中でまた必要な要望等、言ってい

きたいと思っております。以上でございます。 

 

○前垣議長 

 ありがとうございます。ここで休憩を取らせていただきたいと思います。約１０分休憩

で、４０分ごろから再開さしていただければと思います。 

 

［休憩］ 

 

○前垣議長 

 では、足立委員からご意見、質問をお願いします。 

 

○足立委員 

 もみの木福祉会の足立です。私も初めて参加さしていただきましたが、私のほうからで

すけども、県の取組いろんな事業がありまして、人材育成とか専門性を高めるというとこ

ろではたくさんあるんですけれども、いろいろの施策ですとか計画ですと、私が思うには

根本を支えるのは人材だと思っていますので、最近思いますのは人材確保が可成り厳しく

なってきておりまして、その辺りの人材確保のところが、ここで言うべきことかどうかち

ょっと分かりませんが、人材確保について、県行政、事業所もすべてですけど、本気で取

り組んでいかないと、これからどうなっていくのかというのがすごく心配になっておりま

す。現場の人材育成とか研修とかは私たちも積極的にやっているんですけども、その前の

段階、そこをちょっと考えていかないとこれから厳しいかなあというふうに考えておりま

すので、その辺りを県のほうでちょっと、事業所も含めて、今日出られている団体の方も

含めて、確保について検討していただければというふうに思います。以上です。 
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○三上委員 

 １８番に名前を上げていただいております三上と申します。行政機関ということで米子

市の障がい者支援課の課長を昨年からさせていただいております。私もこういう会議に初

めて出させていただきましたし、実は福祉関係は初めてということで、ちょっと場違いな

ところに来たかなというところもありますが、一生懸命頑張らせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。今日は大変重要な会議でしたけれども、ちょっと遅れて

参加ということでご迷惑をおかけいたしました。申しわけございませんでした。私のほう

からちょっとまず計画の関係で一点、質問ではございませんが、米子市のほうでも現在策

定作業を進めさせていただいております。米子市もそれのほうはほぼかたまってきたとい

うような状況でございまして、年明けの１月１０日ごろからパブリックコメントのほうを

させていただくということで、今最終の調整に入らせていただいております。予定では１

月１０日から２月の８日までということで出させていただきますので、また市のほうに対

してご意見等ございましたら、いただけたらというふうに思っております。また県のほう

もご指導を引き続きましてよろしくお願いしたいというふうに思います。それからあと、

事業の関係、予算の関係でございますけれども、二点程ちょっと意見とご質問をさせてい

ただけたらと思います。まず、予算措置というのは非常に大切だろうと認識しております

けれども、今回この場で説明をいただいた事業もございますし、説明の中で１月に入って

からの政策戦略予算とかいうものも出てくるというような話もございました。その一方で、

市町村どこも同じような状況じゃないかと思うんですけども、米子市の例で言いますと、

１１月の中旬には予算要求作業が各課の段階は終っております。一応１２月中には財政課

の査定作業が終わるというような状況の中で、大切な事業の予算措置をこれからちょっと

していくというのは、かなり協議も含めて難しい現状等がございますので、もし、なかな

か県のご事情もあるかとは思いますが、できれば新しい年度に向かっての事業化、予算化

については、もうちょっと早い時期から市町村も含めて情報提供なり、ご相談とかいただ

いて、事業化をしていくということが可能であったら、しっかりと予算要求もできて参り

ますし、予算措置もある意味もうちょっとはかどるんじゃないかというふうに考えており

ます。その辺りも今後一つご検討いただいて、しっかり市町村を制御した上で予算要求に

向かえるというようなことをまずご検討をお願いできたらなということで、これは要望で

ございます。 

 それから、もう一点、事業の関係で質問させていただけたらと思いますが、今年「あい

サポート条例」が９月に施行される中で、取組の一つとしてヘルプマークといいますか、

ヘルプカードの作成配布というようなことを伺っておりました。市町村を通じて配布も行

われるというようなことで話を聞いていたんですけども、たぶん年度内に配布等があるん

じゃないかと思っておりますが、まずその辺りの状況がちょっといつごろできるのかとい

うようなことが、もし分かりましたら教えていただけたらと思いますし、あと来年度予算

の中では、「あいサポート推進事業の中で、このヘルプマークの普及促進事業が組んであ

りまして、啓発用のステッカーとかリーフレットの作成というようなことも書いてござい

ます。ちょっとこの辺りもう少し詳しくお聞かせいただけるならば、たぶん市町村連携し
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ての取組ということになろうと思いますので、教えていただけたらと思います。以上でご

ざいます。 

 

○前田委員 

 鳥取労働局職業対策課長、前田でございます。今回初めて出席させていただきました。

労働局ハローワークは、就業支援に関することを、一生懸命頑張らせていただいていると

ころです。今日お配りいただきました障がいのある方のより良い暮らしのために(2017 年

度版)の９６頁から、就業支援に関することを丁寧に分かりやすく紹介していただいてい

るところでございますけれども、実はプロジェクトリーダー会議というのを作っておりま

して、これには、労働局・ハローワーク、そして就業支援課、今日いらっしゃいます特別

支援教育課、それと障がい福祉課、更に鳥取障害者職業センターであるとか、高齢障がい

者求職者支援機構、そういったところの関係機関が一堂に会しまして、年間でいろんなイ

ベントであったり、事業を調整していく中で、いろんなイベントがあるんだと、いろんな

周知をやってますという辺りを調整させていただいて、ときには関係機関連携してやって

いくということで進めさせていただいているところでございます。鳥取県は、就業障がい

者を千人増やすんだと、２７年度からスタートしました。そして３０年度までに千人増や

すんだという高い目標を掲げておられます。それに向けて労働局・ハローワークも一生懸

命ご支援させていただいているという状況でございます。そういった地道な成果であると

私は認識しておりますが、本年度６月１日現在の障がい者の雇用のことを先程発表しまし

たが、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。２９年の障がい者の雇用状況です

が、皆さんご存じかと思いますが、法定雇用率というのがあります。これが 2.0％、要す

るに５０人を超えますと企業は一人の障がい者を雇わなくちゃいけないという義務がござ

います。法定雇用率２％ですが、鳥取県の実雇用率は今年の６月１日現在で 2.16％にな

っております。全国平均が 1.97％ですから、全国平均を可成り上回って到達していると

いうところでございます。この 2.16％、実は過去最高ということでございます。一方で、

法定雇用率を達成している企業は 59.7％、これも全国平均 50.0％を相当上回っていると

ころですが、６割の企業が法定雇用率を達成している。しかし一方で、４割の企業は法定

雇用率未達成ということになっているところでございます。ここのところをなんとか 100

％に近づけていきたいということで、日々事業を進めさせていただいているところでござ

います。 

 実は、障がい者の雇用状況を、あいサポート運動促進との関連で、実際にどういうふう

になっているかという質問がございましてちょっと調べてみました。あいサポート企業の

中で１９社が法定雇用率未達成という現状がございました。ここのところはなんとかして

いかないといけないと考えているところですが、そういった残念な結果でございました。

もっと端的に申しあげますと、あいサポート企業と一般のそれ以外の企業との法定雇用率

の達成状況の差はございませんでした。ここのところが大きな課題ではないかということ

で、このことについては既に就業支援課にもお伝えしているところでございますが、なに

か仕掛けをしていかないといけないなあというふうに考えているところでございまして、
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来年度に向けてこの点のところも念頭におきながら事業を進めて参りたいと考えていると

ころでございます。以上紹介を申しあげました。 

 

○長石委員 

 失礼します。智頭町教育長の長石です。よろしくお願いいたします。私のほうは、県下

の教育長の代表ということで出させていただいているということを認識しております。県

の予算等を説明いただいたところでございますけれども、教育委員会のほうも、県の教育

行政の年間協議会というようなものが、年に複数回ございますので、そちらのほうからも

こういうような障がい者施策をお聞きしております。今回私も初めてですので、特段私の

ほうから質問なり要望なりはございません。以上です。 

 

○杉原委員 

 鳥取断酒会理事の杉原です。アルコール依存に関するものが、全国に先駆けて取り組ん

でいただいてますが、来年度もまた同じようにやっていただけるって、大変嬉しく思って

おります。アルコール、薬物支援事業というかたちのもので、アルコール、薬物だけじゃ

なくて、依存症、そちらのほうの対応として相談部門を依存症仲間で組んでやっておりま

すけれども、こちらのほうの助成もしていただけるということで、今年もアルコール・薬

物に限らず依存症一般に向けて、こちらのほうも頑張って取り組んでいきたいなと思って

いますし、益々のご支援をお願いしたいと思います。去年までできなかったというか、ま

だ未達になっていました事業の中の啓発相談員というのは、今年度年度末、年度をまたぐ

か分かりませんけれども、いろいろ研修も始まりましたので、３０年度にはこれも確立さ

れていくんだろうなというふうに思いますので、普及啓発のほうをもっともっと広げてい

かなければいけないなと思っております。以上です。 

 

○前垣議長 

 ありがとうございます。ここで一旦事務局のほうからご回答をお願いします。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 事務局、障がい福祉課の小澤でございます。まず、足立委員のほうから人材確保につい

て最近は厳しいというお話について、県と事業者で考えていく必要があるということで、

お話をいただいたかと思います。我々としても人材確保は非常に大事だと思っておりまし

て、県のほうにも自立支援協議会がございますけれども、その中で人材の関係の部会を今

回、設置をさせていただくことにしておりまして、その中で県内でのそういった事業所な

どでの相談員さんであるとか、支援の方の人材確保、または育成といったことについて、

どうしていくのかということを検討していきたいということで考えているところでござい

ます。 

 それから三上委員のほうから幾つかお話をいただきました。まず県の予算の関係で、新

規の事業など早目に示してほしいということで話をいただいたところです。これにつきま

しては、県と市町村さんの予算の全体をスケジューリングが違うというところは一つの要
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素としてあるかとは思っておりますけれども、ただまあこちらのほうとしてお示しをして

いるのが、なかなか指示が回るのが時間がかかったりするということもございまして、お

示しをするのがなかなか遅れているという点は申しわけなく思っているところでございま

す。できるだけ早くお示しをできるようなかたちで今後進めていくことを心がけさせてい

ただければと思うところでございます。 

 それから、ヘルプマークの関係で、スケジュール的なところもご質問いただいたと思い

ます。ヘルプマークにつきましては、なかなか外見等で見えにくい障がいをお持ちの方に

着けていただくようなマークということで、本年度もう既に県内独自のヘルプマークでバ

ッジであるとか、ストラップのほうを用意させていただいているところでございます。お

そらく本年中に市町村さんのほうにはお配りできるんではないかなと思っているところで

あります。そしてお手元に届くのは市町村さんのほうからどういったかたちでお配りされ

るかということもあろうかと思いますので、それについては年度内にお配りできるところ

もあろうかと思いますし、または年度明けになってしまうというところもあろうかと思い

ますけれども、いずれにしても県のほうから早目に年度内に、できるだけ市町村さんのほ

うにはお届けするようなかたちで考えさせていただいているというところでございます。 

 それから、ヘルプマークの普及の促進につきまして、新しい来年度の事業の中で、どの

ようなことをするのかというおたずねでございました。これも具体的には事業をしていく

中で進められていきますが、先程お話のあったステッカーなど、これは東京とか大阪市さ

んのほうでもヘルプマークの普及を図られてますけれども、汽車で車窓間に貼っていただ

くとか、企業さんにお配りして普及のために使っていただくとかされているので、それを

参考にさせていただくなどして、そういったステッカーなどを作成をし、市町村さんにも

お話をさせていただきながら普及啓発など図っていくということで、考えさせていただい

ているところでございます。 

 それから、前田委員のほうから、就労の関係でお話をいただきました。とくに最後のほ

うで、あいサポート企業の関係で、なかなか法定雇用率が達成できてないというお話を伺

いました。あいサポート企業については進めていただくということを、当課のほうからも

少し呼びかけをするなどはいいかなと思っておりますので、その点で連携させていただけ

ればと思ったところでございます。 

 それから、杉原委員のほうからお話のあったフォーラムの関係、相談啓発の関係のお話

をいただきました。もっともっと広げていくということで、こちらのほうも一緒に取組を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○足立委員 

 ちょっと発言。鳥取県内に勤められる保育士さんとか看護師さんは県内に勤められると、

奨学金を返さなくてもいいというのがあると思うんですけど、障がい関係に保育士の方が

勤めたときにはだめなんですよね。その点ちょっと事業として、どこの課がされるかちょ

っと分からないんですけども、うちは保育士の資格を持って勤めるんですけど、奨学金は

返さないといけない。保育園に勤めるというと返さなくていいというところがあるようで
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すので、その辺りである程度、障がい関係なんですけど、その辺でなんか施策を事業を考

えていただければなあというふうに思います。すみません。 

 

○子ども発達支援課高田課長 

 補足でちょっと説明させていただきます。この資料にはちょっと間に合わなくて入れて

いないんですけども、足立委員のほうからありました人材確保については、先程もちょっ

とありました政策戦略という事業の中で、うちのほうで少し事業化できないかということ

で、今作業を進めております。たとえば県外の方を対象にして、鳥取県のほうに移住して

もいいとか、そういう福祉のほうに関心のある方などを対象にして、たとえば、こちらの

ほうにツアーを組んで実際にそういう福祉の現場とか見ていただいて、実際にこちらのほ

うに就職とかということにつなげれないかなあと、他の県で医療関係で、そういう事業を

やっているところがありますので、その辺を参考にしながら、単独ではなかなか予算もつ

きにくいので、県外から来ていただくということで、県外からの移住施策とも絡ませなが

ら、そういう人材確保ができないかなあということで、今検討を行っています。 

 

○前垣議長 

 では、引き続き大本委員からお願いします。 

 

○大本委員 

 失礼します。鳥取県腎友会の大本といいます。私のところは、相談活動ということで予

算を２年前からいただきまして、今年は２年でした。非常に相談活動を事業所なり、市町

村がされておりまして、うちの患者とも重なるというか、相談員としての重なりというこ

とが、市町村の相談員を受けていたりということで、かなりありますが、２年目で非常に

難しいなと思っています。それはアンケートを取ると非常に困り感とか、相談の内容は持

っておられるんだけど、それが相談員まで来ないというところも。２年目ですが、新しく

透析に入られた方に対して相談員と援助していこうと、声をかけようということで相談員

にお願いしました。でも最近電話で拒否が多くて、つながらないということや、それから

２カ月に１回チラシを配って各家には送ってますが、それだけではどうも各患者には届か

ないということで、年に２回患者への個人配布ということも行いました。でもなかなか相

談員までは届いてこない。隣の患者までには「こんなこと言っている人がおるんだよ」と

いうのはかなり聞く場面は多いんですが、こんな相談でもそうでないかなと、市町村の担

当の患者もそういうことを言いながら、「市町村でも受けることだけど、年に何回かしか

ないぞ」というような、非常にそこをつなげるというか、当事者と相談員をつなげるとい

うところで、苦労しているというところが２年間とおしながら分かってきたということが

あります。３年目にして、そういうところで、いろんな課題を持ちながらきているという

ところです。相談支援体制強化ということがあっておりながら、その辺の問題をどういう

ふうにされたり、どういう取組をされているのかということを話していただいたらなあと

いうことを思います。 
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 それから、あいサポート条例がなされて、私も第１回目のフォーラムにも参加させてい

ただきましたが、一般の方への周知徹底というんですか、そういうものもなされて、その

中に障がい者も入りながら、当事者の私たちに対しての研修というんですか、そういうも

の果たして障がい者自身が自覚しながら、この条例が私たちに対してどういうものなのか

ということが理解されているのかなというのを感じながら、私も患者間には感じておりま

した。この度丁度いい機会ですので、障がい福祉課の方にお願いして、今度研修会をする

わけなんですけども、この条例の当事者の、とくに私たちが理解していないとなかなか使

えないなという感じが強いです。また逆にどういう思いの中で、県民がこの条例を思いな

がら接してくれるのかという辺は、非常に大事なことではないかなというふうに感じてお

ります。 

 それからもう一つ、日本財団で今年の途中活動の中で、障がい者を理解していただくと

いう活動で、健常者と障がい者の交流に対しての助成ということの事業がきたんですけど、

年度途中だったので、うちもいい取組の助成だなと思いながら、参加は来年からでもと思

いながら話はしてたんですけども、この事業ではない。なんか日本財団のほうのおかげか

なあと思いながら。 

 そのことと全く別のことですけど、重度の障がいのある子に対しての施策は非常にたく

さん見受けられて、手厚くなされているなという感じを持っています。他県の話を聞くに

つけて。ただ、特別支援学級に入っている小学生・中学生が高校で、県立の高校にいく場

合、特別支援課を離れれば、その子たちは結局支援やいろんなところから離れていくんだ

けど、その後の様子というか、その後の追跡というか、それはなされているんだろうかな

ということを感じながら、非常に自分の周りの子どもが２・３見受けられるので、高校に

入って困っていることを親御さんの話で聞くということで、そういう子どもがどれぐらい

いて追跡をなされているのかということも、ちょっと心配だと思います。以上です。 

 

○南前委員 

 鳥取県自閉症協会の南前です。毎年この予算化を見て、自閉症、発達障がいの方への理

解とか啓発、またはそういう方々に関わってくださる福祉サービスの充実、人材の研修等

が含まれていて、ほんとうにありがたいなあと思っております。毎回私たちのほうから意

見を出させていただくんですけども、それを研修に当たって本年度も一杯枠を取っていた

だいたんですけども、中身を充実させて学んでいただいても、それが実際に現場で生かさ

れているかどうかということが、私たちがほんとに心配するところです。発達障がい、自

閉症のある方が個々に特性が違っているということはもうご存じのことなんですけども、

ということは支援も個々につながっていかないと、やっぱりその子たちが生活ができない。

困ってしまうということがあり得るので、ぜひ研修を受けられた方がどのように現場で困

っていらっしゃるのか、そこをどうつなげていってあげたらいいのかというふうに、やっ

ぱりモニタリングしつつ支援を充実していっていただくことが一番だなというふうに思っ

ています。 

 それから今、大本委員からもあったんですが、高校、そういったところの支援というの

は、啓発もなされているんですよね。こういったＬＤ等の職員がいます、というふうにリ
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ーフレットはあるんですけども、それが皆さんに分かってもらってるかどうか、現場に周

知していただいているかどうかというふうに、今お話を聞いて感じました。そういったと

ころの一歩先の手厚いところを忘れないでいってほしいなあというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

○山根委員 

 全国重症心身障害児(者)を守る会の山根です。私は在宅で中部で重症心身障がい児の子

どもがいます。今、酸素ボンベを使いながら生活しておりまして、障がい福祉課さん、子

ども発達支援課さん、教育委員会さんにも、倉吉養護学校で大変お世話になって生活でき

ました。ありがとうございます。私の子どもは、２２歳で重症心身障がい児の重度化が進

んでおりまして、学校生活のときには生活が一変しました。今まで預けていたところには

ショートステイもなく、先生にも「こういう子はどういうふうにしてよいか分からない」

と言われて、親が一生懸命に話をしながら、学校生活を送らせていただいて、先生も教育

していただきましたけれども、私の子どものときはなんにも分からない状態で地域で生活

しておりましたので、どんな状態になるのか親も不安で生活が大変でした。現在は少しず

つ、卒業してからも福祉サービスを使いながら生活しておりますが、子どもが重度化して

いく上に、体重増加と親の加齢とで、どんどん医療行為の増えていく状態で日々を生活し

ています。今日もこちらに９時半ですけど、夜２時３時ぐらいまで起きておりまして、子

どもが大変ですから起きております。その大変感で生活しておりますけれども、うちの子

は人工呼吸器を着けておりまして、夜も人工呼吸器を着けて寝てくれればいいんですけど

拒否します。その子どもの状態に合った人工呼吸器というのが難しい。現実はとてもいい

ものだと思いまして、人工呼吸器を着けると、夜ずっと寝ている場合もあるんですけれど、

どういうわけか拒否して夜な夜な何回も起きている状態です。重症心身障がい児の生活を

皆さん、県の方々は大変心配してくださいまして、支えていただいております。今回初め

て私、新しく参加させていただきまして、障がい児者施策に対する意見というのが、岡本

ちえさんが出してくださいました２項目ありますけれど、私のことでして、ここに読ませ

ていただいて、私の言葉が書いてあるなと思いまして、いろいろ苦労しているのが分かる

状態ですけれど、この要項についての「ケアのある在宅の重症児の生活を支える事業所、

通所短期入所などの不十分がなかなか解消されない」ということで、県の方もしてくださ

るんですけれど、実際には子どもに対応する事業所自体が無いという状態で、現在の養護

学校の卒業生の方がどんどん増えてくるんですけど、事業所自体があまり無いということ

がありまして、Ｂ型就労にしても、卒業されるんですけれど、現実としては行く場所が無

くて、保護者さんはどうしたらいいのかなということをよく耳にします。実際に地域で生

活する所、人材が難しい状態で生活しております。 

 それから、本年度の予算の中に、いろいろたくさんの予算が組まれているなと思いまし

て、夜な夜な読んでおりました。その中で、子ども発達支援課さんなんですけど、私は、

子どもは訪問介護を使おうと思っても、今実際に重度化して生活しておられる方が訪問介

護さんが必要で使っておられるんですけれど、私が頼むと「時間が重複するので、それは

ちょっと難しいです」というふうに訪問介護さんに断られています。実は私、母が亡くな
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ったときに、急に葬儀を出さなくてはならなくなったときにショートステイを考えようか

と思ったんですが、丁度三朝のショートステイがあったときだったので、タイミング良く

ショートが使えたんですけど、そのショートを使ったときにすごく助かったなあと思って

おりましたが、やはり、いろいろ通夜とかその後のことがありまして、訪問看護さんがお

られたら実際に葬儀に連れていけれるのになあと。いろいろ実際の生活のときに困ったこ

とを思い出しながら訪問看護さんの充実というのが今大変重要だなあと思いまして、その

方もいろいろ研修とかサービスを開拓しておられるところなんですけれど、今地域で生活

しようと思うと、訪問看護・看護師さんが実際にいないと保護者が必ずついていないと、

外に出れない。１１頁の障がい児者在宅生活支援事業のイですけれど、家庭外看護師派遣

支援事業というんですけれど、私は一人で、ここは４人と書いてありますけれど、葬儀で

利用しようと思ったとき看護師さんが必要なので、４人集まってなにかしようとすると、

市町村ごとに要望しないといけない。そうすると要望した場合看護師さんの金額が高くて

保護者が出せれなくて、そうするんだったら看護師さんにボランティアできてくださいと

いうふうに、保護者が頼む状態であって、４人で集まって使おうとすると、なかなか使え

ない状態が何年も続いておりまして、できれば金額も安くて、一人でも看護師がつけるよ

うな状態の事業であってほしいと思います。 

 それから、体重の増加における入浴サービスなどが盛り込まれて、入浴サービス事業所

のかたちがあって、うちの子も学校生活のときにお風呂に入れなかったんですけど、他の

デイサービス事業所が、そのサービスができたことがすごく素晴らしいことだと私は思い

ました。子どもをお風呂に入れることの大変さが分かっているので、とてもいい事業だな

と思いました。私の高校の利用に対して、教育委員会さんがいろいろ研修しておられるの

で、できればスキルといいますか、この場面にも教育委員会さんのスキルを伝えるという

ような方法で風呂場デイサービスの充実をお願いできたらなと思いました。以上です。 

 

○秋田委員 

 精神障がい者家族会の秋田です。先回お願いしたんですが、精神は他の障がいと比べて、

社会サービスが遅れていると感じております。精神の場合は一級のみが免税になります。

精神の一級というのはどういう状態かといいますと、年中入院しておられる方と言って間

違いない方です。従って人数も少ないですし、車にも乗れません。あと、精神の二級はど

ういう状態かといいますと、入院しておられる方で、３カ月に１回ぐらい退院される方で

す。退院されても家におられて、なかなか作業所とかにいけない方、作業所にちょこちょ

こ行ける方、週に３回行ける方で、一般就労にいきましても１日３時間ぐらいしか働けな

い方で収入は少ないです。こういう方は免税はありません。こういうところが精神の社会

サービスがされていない。せめて他の障がい並みにサービスがほしいなあということを言

いたいです。以上です。 

 

○田中委員 

 鳥取県手をつなぐ育成会の田中といいます。育成会のほうでは予算を取っていただいて、

安心サポートファイルの普及と親亡き後に備えて必要とされる支援についての検討という
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ふうに予算を取っていただいているんですけど、安心サポートファイルというのは、その

子の生育歴とか、病歴とか薬をどういうものを飲んでいるとかいうのを、学校ですと担任

が代わる度に全部１から説明しないといけないというのが大変な作業でして、それとか歯

医者さんとかにかかっても、その子がどういうふうにかかれるかというようなのを項目が

あって、それを書いて、コピーなりしてそこに提出すればいいというようなかたちで、普

及をさせていただいて、それはとてもありがたいなと思うんですけれど、これは３年ぐら

い前から始まったので、うちの子現在３０歳ですけど、反対に思い出しながらそれを記入

するというのが大変な作業だったので、早いうちから学齢期になられる前から始めたいな

あと思って、今活動しサポートファイルの普及をさせていただいているところなんですけ

ど、これから問題になってくるのが親亡き後というのが大きな問題で、本人も他の一般の

健常な方よりやはり老化は早いですね。いろんな面において。それで親も６０代ぐらいか

ら体力とかも落ちて、成年後見とかいろいろ勉強会を開いたりはしているんですけども、

なかなか成年後見制度というのもしてらっしゃる方というのは私を含めてですけども、ま

だ少ない状態なので、いろいろ勉強会を開きながら、そういうふうなかたちで皆さんに知

っていただけるようなかたちにしたいなあと思っているところです。 

 それが一点と、それから、あいサポート運動の話が先程出ていましたが、バッジについ

てなんですけれども、これよく壊れるんでしたね。それで壊れた後というのはどこに、今

までは社会福祉協議会さんとかに「予備は無いですか？」と言っていただくんですけども、

県庁の売店とか、たとえばそういうところに置いていないんですよね。壊れたら壊れっぱ

なしで、なかなか補給ができないんですけれど、その辺についてはその度ごとに研修を受

けないともらえないものなのか、その辺りについてちょっとお聞きしたいんです。 

 

○前垣議長 

 それではこれらの件につきまして事務局のほうから、コメントをお願いします。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 障がい福祉課の小澤です。まず、相談事業の中で、なかなか相談員さんに患者さんの声

が伝わりづらいということがあるということでお話を伺いました。相談事業の中では、相

談を受けられる方の研修とかのサポートはさせていただいているところではございますけ

れども、なかなか相談しにくいとかそういうところまで声を引き出すということは、やは

りなかなか一つ課題なのかなあというところではあるかと思います。引き続き今やられて

いる相談員さんの事業と合わせて、一緒にどういったことが研修ができるかということに

ついては検討させていただければと思います。 

 それから、あいサポート条例につきまして、障がい者自身に理解されているのかどうか

というお話を伺いました。あいサポート条例自体９月から施行されているというところで、

まだできたところだというところはありますので、我々としても今後も障がいのある方に

対しても研修会等でご理解いただくということは、この際必要になってくるかなと思って

います。ぜひそういったところで計画をしていただいて、私のほうも何回か障がいのある

団体さんのほうにお邪魔をさせていただいて説明させていただいたりしておりますけれど
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も、またお邪魔させていただいて条例の説明等、させていただければと思うところでござ

います。 

 それから、健常者の方との交流の話がございました。これにつきましては日本財団の事

業ではないかというお話がございました。もしかしたらそちらのほうでなにかあるのかも

しれませんけれども、県のほうでも地域の交流ということで事業をさせていただいている

ものがございます。資料の２の１０頁、点字資料ですと３４頁の中ぐらいから、拡大文字

の資料が２３頁以降に「鳥取県障がい者自発的活動支援事業」というものがございます。

こちらのほうで、そういった地域づくり交流促進などをされた場合に補助するというよう

なことをさせていただいております。これは来年度もさせていただくということで考えて

おりますので、それをご活用されるようなことがあればと思います。 

 

○子ども発達支援課高田課長 

 子ども発達支援課の高田です。何点かご質問いただきましたので、私のほうから追加さ

せていただきます。最初に、研修の内容は実際に現場で生かされているのかどうかという

ことで、たしかに研修直後にいろいろアンケートを取らせていただいて、それなりの評価

をいただいているんですけども、たしかにその研修が現場に生かされているかどうかとい

うところまでは、実際のところまだ把握できていないところがありますので、今年度の研

修もだいたい一通り終わりかけているところでありますので、実際に研修を受講された方

に対して、実際に現場でその研修が生かされているのかどうかというところをいろいろ確

認させていただいて、個々の研修内容のほうに生かしていきたいなあというふうに思って

おります。 

 続いて、山根委員さんのほうから何点かいただいております。医療型ショートにつきま

しては、たしかに一般事業所とのセットということで、この事業を始めておりますけれど

も、なかなか一般事業所はヘルパーさんの確保が難しいということで、いろいろご心配を

おかけしているところであります。うちのほうでもいろいろ医療機関なり、そういう事業

所のほうにはお声がけさせていただいているんですけども、引き続き働きかけとかを行っ

ていきたいと思いますし、場合によっては今の仕組とは違うものを考えていかないといけ

ないのかなというふうには思っております。 

 あと、訪問看護のお話がございまして、そちらのほうも実際うちのほうでも、その事業

所向け研修ということで、訪問看護のほうを対象にして、実際にそういう重症心身障がい

の方の支援の仕方ということについては、訪問看護さんのほうからもいろいろ研修とか予

算化していただいているところでありますし、また鳥取大学の小児在宅支援センターのほ

うでも実際に出かけていって、訪問看護の看護師さんのほうに実際の支援の仕方等につい

ても行っていただいて、人材育成を図っていただいているところですので、その辺も使い

ながら訪問看護の充実というところにつなげていきたいなというふうに思っております。 

 あと、在宅支援センターの事業の関係で、家庭内看護師派遣支援事業の関係の見直しの

件でいただきました。この事業に関しては、かなり前からやっている事業で、元々先程の

ことと若干だぶるかもしれないんですけれども、各団体さんのほうで療育兼務をされてい

るときに、そこに看護師さんを派遣した場合に、その看護師さんにかかる経費を一部県と
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市町村でということで、させていただいているような内容なんですけども、ちょっと少し

どういうかたちであればできるのかということで、市町村さんと一緒に補助させていただ

いているものなので、市町村さんと協議しながら見直しできるかどうかということで検討

をしたいと思います。 

 最後に放課後等デイサービスの充実ということでお話をいただきましたけども、こちら

のほうにつきましては、今年度から新しくデイサービス事業所向けの研修事業ということ

で、資料２の１４頁、「放課後等デイサービス支援充実事業」ということで、点字ですと

５２頁の中途から、拡大文字の資料ですと３５頁の後半辺りになるんですけども、デイサ

ービス事業者の管理者ですとか、管理責任者を対象にしたような研修ということで、とく

に支援の質を向上させたいということを目的に今年度から新しくやっておりますので、こ

の辺を踏まえながらサービスの充実というところにつなげていきたいなというふうに思っ

ております。以上です。 

 

○特別支援教育課足立課長 

 特別支援教育課の足立でございます。学校関係についても幾つかご質問、意見をいただ

きましたので、私のほうから回答させていただきたいというふうに思います。高等学校で

の支援ということで南前委員、山根委員、大本委員のほうからも少し意見をいただいたと

思います。高校での支援というのは今割とクローズアップされてきております。比較的小

中学校で支援が進んできて、次ぎ高校での支援がまだまだ不十分だというところの意見だ

ったかなあというふうに思います。高校での支援についても、職員の研修だとか、そうい

うところを取り組んではいるんですが、まだまだ十分というようなかたちにはなっていな

いというのが現状だというふうに思います。学校間での意識の差もありますし、教職員の

中にもやはり意識の差というものはありまして、これはベースアップ・高めていくという

ように引き続きしていかなければならないのかなあというふうには思っております。支援

員のリーフレットも作っておりますけれども、なかなかそれが、とくに高校現場への拡大

にはまだまだ至ってない状況なのかなというふうに我々も認識をしておりまして、引き続

き高校へしっかり手を伸ばしていくといいますか、高校と特別支援学校でありますとか、

ＬＤ等専門員でありますとか、その辺の連携を図りながら、高校での支援の充実を図って

いきたいというふうに思っておるところであります。 

 また、支援学級に入っている子どもが、県立学校にいくのはどのぐらいいるのかという

ことについて数字としては把握をしておりますが、その後の追跡についてはなかなか把握

ができてない状況であります。中学校を卒業して高校にいくわけですので、市町村の教育

委員会と連携をする必要があるのかなあというふうに思います。支援学級の子どもばかり

でなくて、最近は通常の学級にいる子どもについても高校で支援が必要な子どもがたくさ

んおります。中学校から高校に変わるときには、個別の教育支援計画を作って、そういう

資料を元に引き続いでくださいよということをお願いしておって、だいぶこれの活用は上

がってきておりますが、なかなか中学校側の保護者とのいろんな関係で、個別の支援計画

が作れないだとか、なかなか引き継ぎがうまくいかないというような事例も聞いておりま

して、この辺の取組も進めていく必要があるのかなあというふうには思っております。ま
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た、高校においては、来年度平成３０年度から、発達障がいの子どもたちを対象にした通

級指導の教室を開始する予定にもしております。これに向けて、どこの高校に通級教室を

作るのかとか、そこでの指導できる教員をどういうふうに配置をし、育て、充実をさせて

いくかということについても、現在、検討準備中でございまして、これを高校にもたくさ

ん広げていくというような方向で準備をしているところでございます。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 ちょっと時間がないので、ざっと答えさせていただきます。秋田委員からお話のありま

した精神の関係も、いろんな免許とかサービスについてお示しをということでございまし

た。こちらのほうとしてもお示しのできるものは、またちょっと関係とさしていただきた

いと思いますし、また他部会さんのほうにもお示しできるものについては、していただく

ような試みをしていただければと思うところでございます。 

 それから、田中委員のほうからありました、あいサポートバッジの件は、壊れた場合に

はまた研修を受けていただく必要はなくて、またバッジを交換していただけると思います

ので、その点については県社協さんとか県のほうに言っていただければと思います。それ

から、親亡き後の支援については、引き続き、こちらとしても一緒に検討さしていただけ

ればと思います。 

 

○前垣議長 

 それでは、山根委員で打ち切らせていただきたいと思います。時間過ぎておりますので。 

 

○山根委員（身体障害者福祉協会長） 

 時間がないので端的に言いますけど、今日の話は事前に８月に１回目にあったわけです

から、事前に、予算立てるけどどうですか、ということを、各協会とかあるわけですので、

そこらと打ち合わせして、しておいてもらったほうが議事が簡単に進むと思います。予算

のことでちょっと聞きたいですけど、農福連携で事業をするようになっているんですけれ

ど、これ 100 万程減っております。達成して減ったのか、どういうことかというのがよく

分からんので、そこら辺のところは、文書で、これこれが減ったということを書いてもら

ったら非常にありがたいというふうに思います。 

 それから、もう一点は就職のことですけど、５０％以上の企業が雇用率２％以上達成し

ているということですが、毎年言われるのは、２％は達成しているけれど、就職をしても

長いことおらずに中途でやめて、また新しい人が入るというような格好になっているよう

です。どうしてこういうことを言うかというと、就職を市が率先してやっておられる人か

ら聞いたことですけど、３カ月程したらやめる。それで、達成できなくなった企業がまた

障がい者の人を雇う。また３カ月か５カ月でやめる。そういう現状を県なり、労働局なり

が把握しておられるのか気がかりです。私は、就職があるということについては関心があ

ることですから、他の市に行って聞きました。やっぱり障がい者に寄り添った仕事で雇う。

たとえば、障がい者ですから私も手が悪いですけど、やっぱり言われるんですよ。「かた

わ」とか「手が悪い」とか言われます。言われると心が弱い人はそこでやめてしまう。そ
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ういう人がたくさんおるわけです。そういうことが、ほんとうに２％と言われるような状

態なのかということを思います。以上です。 

 

○障がい福祉課小澤課長 

 障がい福祉課、小澤でございます。山根委員からお話がありました農福連携関係は、基

本的には実質的上、年度でかかった予算よりもそれほどかからないのではないかという査

定を受けて減っていることだと思います。予算関連については、今回こういったかたちで

ご指摘をしていただいて、また必要な場合には少しそこの部分をプラスアルファーしてと

いうことも、ちょっと考えていたところでございまして、今回こういったかたちでお示し

をさしていただいて、その中でまた少しご意見をと思っていたところでございます。 

 

○前田委員 

 労働局の前田でございます。先程山根委員のほうからお話がありました。就職したもの

のすぐやめてしまうじゃないか、という状況はどうなんだというお話でございました。も

ちろん、労働局・ハローワーク、鳥取県ももちろんそうなんですが、せっかく就職なさっ

た方が早期にやめてしまわれる、これはもったいないことだということで、大きな課題だ

と捉えているところでございます。とりわけ、精神、発達障がい者の方の定着というのが、

なかなか難しいという現実があります。障がい者の就職に当たっては、就職してから一定

期間、ジョブコーチがつきます。でも、このジョブコーチはいつまでも付いているわけで

はありません。ですから、職場の中に支援していただける方を広げることができないだろ

うかということで、労働局・ハローワーク、そして鳥取県と組んで、障がい者仕事サポー

ター養成講座というのを今年度からスタートしております。第１回を４月に開催いたしま

した。東・中・西３カ所で開催いたしまして、会場に入り切れんくらい、たくさんのご参

加をいただいたところでございます。この養成講座はあくまでも同僚にサポーターになっ

てもらおうということでございます。人事の担当の方ではなくて、障がいのある方と一緒

に働いている仲間に障がいを理解していただいて、日常の支援をしていただこう、そうい

う人たちを増やしていこうという取組でございます。ちなみに、２月の終わりに今年度２

回目、東・中・西で開催する予定でございますので、また追ってホームページで周知をし

て参りますので、なるたけ仕事サポーターを増やしていこうと考えておりますので、その

辺ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○前垣議長 

 それでは、安達さん、谷村さん、すみません。時間になってしまったので、あと直接ご

意見言っていただければと思います。ほんとに熱心にご審議ありがとうございました。で

は、事務局のほう、よろしくお願いいたします。 
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４ 閉会 

○障がい福祉課小澤課長 

 事務局、障がい福祉課小澤でございます。長時間に渡り、貴重なご意見をいただきまし

て、委員の皆様におかれましてはありがとうございました。また、先程お配りさせていた

だきました資料のプランにつきましては、委員の先生方から詳細なご意見など、また障が

い福祉課のほうで紹介できればと思っておりますので、そちらのほうについてもよろしく

お願いいたします。本日はありがとうございました。以上で終わります。 

 


